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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面上で物体の接触を検出することにより情報の入力を受け付ける情報入力装置で
あって、
　前記表示画面上に接近する前記物体の範囲の座標を検出する検出手段と、
　前記表示画面上に所定パターンの複数のテンプレートキーを表示させ、前記検出手段に
よって前記物体の前記テンプレートキーへの接近が検出された場合に、前記テンプレート
キーに対応する複数の選択候補キーを並べて表示させる表示制御手段と、
　前記表示画面上に表示された前記選択候補キーへの前記物体の接触が検出された場合に
、前記選択候補キーに対応する情報の入力を受け付ける入力受付手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記物体の範囲の座標に基づいて前記物体の範囲及び傾き方向を
検出し、前記範囲及び前記傾き方向に応じて前記複数の選択候補キーが前記物体の範囲に
重ならないように、前記複数の選択候補キーの配列位置を決定する、
ことを特徴とする情報入力装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記範囲及び前記傾き方向に応じて、前記複数の選択候補キーが
前記物体の範囲に重ならない角度間隔で、前記前記複数の選択候補キーを円弧上に配列す
る、
ことを特徴とする請求項１記載の情報入力装置。
【請求項３】
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　前記表示制御手段は、前記傾き方向に応じて、前記複数の選択候補キーの配列方向をさ
らに決定する、
ことを特徴とする請求項１又は２記載の情報入力装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
前記物体の範囲の座標から前記物体の先端点を算出し、前記先端点の位置及び前記傾き方
向に応じて前記複数の選択候補キーの配列位置を決定する、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、
前記先端点を通る前記範囲の中心線の傾きを前記傾き方向として算出する、
ことを特徴とする請求項４に記載の情報入力装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、
前記先端点の座標から前記傾き方向に応じた方向に所定距離離れた座標点を、前記複数の
選択候補キーの配列位置として決定する、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の情報入力装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記物体による前記複数の選択候補キーに対応するそれぞれの座
標への接近が連続的に検出された場合に、前記複数の選択候補キーの表示を切り換える、
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【請求項８】
　表示画面上で物体の接触を検出することにより情報の入力を受け付ける情報入力方法で
あって、
　情報入力装置が、前記表示画面上に接近する前記物体の範囲の座標を検出する検出ステ
ップと、
　前記情報入力装置が、前記表示画面上に所定パターンの複数のテンプレートキーを表示
させ、前記物体の前記テンプレートキーへの接近が検出された場合に、前記テンプレート
キーに対応する複数の選択候補キーを並べて表示させる表示制御ステップと、
　前記情報入力装置が、前記表示画面上に表示された前記選択候補キーへの前記物体の接
触が検出された場合に、前記選択候補キーに対応する情報の入力を受け付ける入力受付ス
テップとを備え、
　前記表示制御ステップでは、前記物体の範囲の座標に基づいて前記物体の範囲及び傾き
方向を検出し、前記範囲及び前記傾き方向に応じて前記複数の選択候補キーが前記物体の
範囲に重ならないように、前記複数の選択候補キーの配列位置を決定する、
ことを特徴とする情報入力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示画面上で文字等の情報を入力する情報入力装置及び情報入力方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、スマートフォン等
のタッチパネルを搭載した情報入力端末においては、情報入力のための様々な仕組みが導
入されている。例えば、タッチパネル上の所定キーに対応する位置を指でタッチする回数
を検出することによって入力文字を選択したり、所定キーへの接触の検出に応じて、所定
キーを基準にして文字候補を十字状や直線状に複数表示させ、指が文字候補キーにスライ
ドして離されるのを検出して入力文字を確定することが実現されている。文字候補キーを
表示する仕組みによれば、指による無駄な操作が減るので入力操作が簡単になるという利
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点がある。
【０００３】
　上記のような情報入力端末では、タッチパネル等の表示画面上での指等の物体の接近に
応じて文字候補を表示させているため、物体の接近範囲によっては文字候補が物体に隠れ
てしまうことも考えられる。このような問題に対処するための技術としては、タッチパネ
ルに接触した指の接触位置に応じて指の位置にかからない画像表示領域を設定する画像表
示方法が知られている（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２３４９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上述した従来の画像表示方法は、タッチパネルで検出された指の位置を避ける
ように本来の撮像画像を縮小して画像表示面の隅に寄せて表示させるものである。従って
、このような従来技術を情報入力端末に採用したとしても、複数の文字候補を指の接触位
置を基準にして配列して表示させる場合には、指の位置によっては依然として指の位置と
文字候補の位置が重なってしまい、入力候補の視認性が低下してしまう場合がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、かかる課題に鑑みて為されたものであり、面積の限られた表示画面
上における入力候補の視認性を高めることにより、円滑な情報入力を可能にする情報入力
装置及び情報入力方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の情報入力装置は、表示画面上で物体の接触を検出す
ることにより情報の入力を受け付ける情報入力装置であって、表示画面上に接近する物体
の範囲の座標を検出する検出手段と、表示画面上に所定パターンの複数のテンプレートキ
ーを表示させ、検出手段によって物体のテンプレートキーへの接近が検出された場合に、
テンプレートキーに対応する複数の選択候補キーを並べて表示させる表示制御手段と、表
示画面上に表示された選択候補キーへの物体の接触が検出された場合に、選択候補キーに
対応する情報の入力を受け付ける入力受付手段とを備え、表示制御手段は、物体の範囲の
座標に基づいて物体の範囲及び傾き方向を検出し、範囲及び傾き方向に応じて複数の選択
候補キーが物体の範囲に重ならないように、複数の選択候補キーの配列位置を決定する。
【０００８】
　或いは、本発明の情報入力方法は、表示画面上で物体の接触を検出することにより情報
の入力を受け付ける情報入力方法であって、情報入力装置が、表示画面上に接近する物体
の範囲の座標を検出する検出ステップと、情報入力装置が、表示画面上に所定パターンの
複数のテンプレートキーを表示させ、物体のテンプレートキーへの接近が検出された場合
に、テンプレートキーに対応する複数の選択候補キーを並べて表示させる表示制御ステッ
プと、情報入力装置が、表示画面上に表示された選択候補キーへの物体の接触が検出され
た場合に、選択候補キーに対応する情報の入力を受け付ける入力受付ステップとを備え、
表示制御ステップでは、物体の範囲の座標に基づいて物体の範囲及び傾き方向を検出し、
範囲及び傾き方向に応じて複数の選択候補キーが物体の範囲に重ならないように、複数の
選択候補キーの配列位置を決定する。
【０００９】
　このような情報入力装置及び情報入力方法によれば、表示画面上に複数のテンプレート
キーが表示され、指やタッチペン等の物体のテンプレートキーへの接近が検出されると、
そのテンプレートキーに対応する複数の選択候補キーが表示される。そして、選択候補キ
ーへの物体の接触が検出されると、その選択候補キーに対応する情報の入力が受け付けら
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れる。このとき、検出された物体の範囲及び物体の方向に応じて、複数の選択候補キーが
物体の範囲に重ならないように配列されるので、複数の入力候補が表示画面上の物体の範
囲を基準に配列される場合に、それらが物体に重なることを回避することができる。その
結果、入力候補の視認性を高めることにより、円滑な情報入力を実現することができる。
【００１０】
　表示制御手段は、範囲及び傾き方向に応じて、複数の選択候補キーが物体の範囲に重な
らない角度間隔で、複数の選択候補キーを円弧上に配列する、ことが好ましい。かかる表
示制御手段を備えれば、面積の限られた表示画面上で、複数の入力候補が物体に重なるこ
とを回避しながら候補を容易に選択することが可能になる。これにより、情報入力をより
一層円滑化することができる。
【００１１】
　また、表示制御手段は、傾き方向に応じて、複数の選択候補キーの配列方向をさらに決
定する、ことも好ましい。かかる構成を採れば、指等の物体の傾き方向に応じて入力候補
の配列順序を変えることができるので、入力操作をユーザの感覚にマッチさせることがで
きる。
【００１２】
　さらに、表示制御手段は、物体による複数の選択候補キーに対応するそれぞれの座標へ
の接近が連続的に検出された場合に、複数の選択候補キーの表示を切り換える、ことも好
ましい。この場合、ひらがなやカタカナ等の入力候補の種類を切り換える際にそれ専用の
キーを操作しなくても済むので、円滑な入力候補の切り換えが可能になる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、面積の限られた表示画面上における入力候補の視認性を高めることに
より、円滑な情報入力を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の好適な一実施形態にかかる携帯電話機の概略構成図である。
【図２】図１の表示制御部によって表示画面上に表示されるテンプレートキーを示す概念
図である。
【図３】図１の携帯電話機における情報入力処理を示すフローチャートである。
【図４】図１の携帯電話機における情報入力時の画面遷移を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面とともに本発明による情報入力装置及び情報入力方法の好適な実施形態につ
いて詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複す
る説明を省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の好適な一実施形態にかかる携帯電話機１の概略構成図である。本実施
形態にかかる携帯電話機１は、通話機能およびデータ通信機能を有するとともに、ユーザ
からのテキスト情報等の情報の入力を受け付ける情報入力装置としても機能する通信端末
である。ここで、本発明は、携帯電話機以外にも、ＰＤＡやスマートフォン等の各種の情
報入力端末に適用されてもよい。
【００１７】
　同図に示すように、携帯電話機１には、情報表示用デバイス及び情報入力用デバイスと
してのタッチパネル装置１１が内蔵されている。このタッチパネル装置１１は、液晶ディ
スプレイ等で構成される表示画面（図示せず）上における指等の導電性物体の接近および
接触を検出することができる、いわゆる静電容量方式のタッチパネル装置である。詳細に
は、タッチパネル装置１１は、表示画面の内側に２次元的に形成された線状抵抗体等を含
むセンサ回路を有し、表示画面上への導電性物体の接近および接触を検出する検出回路１
５と、後述する表示制御部１２からの画像信号に応じて表示画面に画像を表示させるデー
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タ表示部１６とを備えている。
【００１８】
　この検出回路１５は、導電性物体の表示画面上での接近範囲を多点で同時に検出し、検
出した接近範囲の座標を示す信号を出力する機能と、導電性物体の表示画面上での接触位
置を検出し、検出した接触位置の座標を示す信号を出力する機能とを有する。なお、検出
回路１５の出力する信号は、接近範囲を特定できるものであればよく、例えば、接近範囲
に含まれる全座標点を表す信号、表示画面上の接近範囲の端点（境界点）の座標を表す信
号、又は接近範囲の中心点とその中心点からの境界の範囲とを示す信号等が使用される。
【００１９】
　さらに、携帯電話機１は、タッチパネル装置１１の他、機能的な構成要素として、表示
制御部１２、表示画像データ格納部１３、及び入力受付部１４を備えている。これらの表
示制御部１２、表示画像データ格納部１３、及び入力受付部１４は、ＣＰＵ、メモリ等を
含む演算回路上に実現されている。
【００２０】
　表示制御部１２は、タッチパネル装置１１の表示画面上での各種画像の表示を制御する
。このとき、表示制御部１２は、表示画像データ格納部１３に格納される画像データを参
照しながら、その画像データをタッチパネル装置１１のデータ表示部１６で読み取り可能
な信号形式の画像信号に変換し、その画像信号をデータ表示部１６に送出することによっ
て、画像表示の制御を実行する。
【００２１】
　詳細には、表示制御部１２は、タッチパネル装置１１の検出回路１５を介してユーザか
らの所定の指示入力を受け付けた場合や、携帯電話機１が起動された場合等に、表示画面
上にユーザにテキスト情報を入力させるための複数のテンプレートキーを予め定められた
パターンで表示させるように制御する。このテンプレートキーは、入力しようとするテキ
スト情報の変換候補を表示させるための親キーである。図２には、表示制御部１２によっ
て表示画面Ｄ上に表示されるテンプレートキーの一例を示している。このように、テンプ
レートキーＧｐとして「あ」「か」「さ」…等の文字を枠で囲んだ画像が２次元的に配列
されて表示されている。ここで、図２においては、ユーザを基準にして、表示画面Ｄに沿
った右方向を＋Ｘ軸方向、上方向を＋Ｙ軸方向と定義する。このとき使用される画像デー
タとしては、複数のテンプレートキーＧｐ毎に分離して表示画面上の位置を示す情報と関
連付けて表示画像データ格納部１３に格納されてもよいし、複数のテンプレートキーＧｐ
を含んだ画像データとして表示画像データ格納部１３に格納されてもよい。
【００２２】
　さらに、表示制御部１２は、検出回路１５の出力する信号に基づいて、導電性物体であ
る指の表示画面Ｄ上のテンプレートキーＧｐへの接近が検出された場合に、その検出結果
に応じてテンプレートキーＧｐに対応する複数の選択候補キーを並べて表示させるように
制御する。すなわち、表示制御部１２は、検出回路１５の出力信号を元に指の接近範囲Ａ
ｆを特定し、その接近範囲Ａｆの座標から、接近範囲Ａｆの先端点Ｐ０の座標と、先端点
Ｐ０を通る接近範囲Ａｆの中心線Ｌ０の傾き方向θ０とを算出する。そして、表示制御部
１２は、先端点Ｐ０の座標から±Ｘ軸方向に距離Ｒだけ離れた点Ｐ１に、テンプレートキ
ーＧｐの示す文字に対応する選択候補文字を示す第１の選択候補キーＧＳ１を表示させる
と同時に、第２～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の選択候補キーＧＳ２～ＧＳＮを、先端点Ｐ

０を中心とした半径Ｒの円弧上に順に並ぶように表示させる。このような選択候補キーＧ

Ｓ１～ＧＳＮの画像データは、テンプレートキーＧｐの示す文字に対応付けて、表示画像
データ格納部１３に予め格納されている。
【００２３】
　このとき、表示制御部１２は、中心線Ｌ０の傾き方向θ０に基づいて、選択候補キーＧ

Ｓ１～ＧＳＮが接近範囲Ａｆに重ならないように、上記円弧状の配列位置を決定する。例
えば、図２に示すように、テンプレートキーＧｐ「ら」に対して４つの選択候補キーＧＳ

１～ＧＳ４「り」「る」「れ」「ろ」が設定されている場合を想定する。この場合、表示
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制御部１２は、第１の選択候補キーＧＳ１の点Ｐ１を半径Ｒの円弧上に沿って３０度間隔
で回転移動させた点Ｐ２～Ｐ４を、第２～第４の選択候補キーＧＳ２～ＧＳ４の位置とし
て決定する。ここで、表示制御部１２は、中心線Ｌ０が表示画面Ｄ上において先端点Ｐ０

から右下方向に傾いている場合には、第１の選択候補キーＧＳ１を先端点Ｐ０の座標から
－Ｘ軸方向に離れた位置に表示させると共に、選択候補キーＧＳ１～ＧＳ４を円弧上に時
計回りに配列されるように制御する。これに対して、表示制御部１２は、中心線Ｌ０が表
示画面Ｄ上において先端点Ｐ０から左下方向に傾いている場合には、第１の選択候補キー
ＧＳ１を先端点Ｐ０の座標から＋Ｘ軸方向に離れた位置に表示させると共に、選択候補キ
ーＧＳ１～ＧＳ４を円弧上に反時計回りに配列されるように制御する。このＮ個の選択候
補キーＧＳ１～ＧＳＮの円弧上における角度間隔は、接近範囲Ａｆに重ならない角度が適
宜設定されるが、ユーザによる入力操作の容易性と視認性を両立する観点からは、９０／
（Ｎ－１）度に設定されることが好適である。また、半径Ｒの数値も、接近範囲Ａｆに重
ならない数値が適宜設定される。
【００２４】
　なお、表示画像データ格納部１３に予め格納される選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮに対応
する画像データとしては、表示画面Ｄにおける円弧上の配置角度に応じて予め文字画像が
回転されたものであってもよいし、表示制御部１２によって円弧上の配置角度に応じて回
転させるようにその都度画像処理が施されてもよい。
【００２５】
　また、表示制御部１２は、いったんＮ個の選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮが表示画面Ｄ上
に表示された後に、ユーザの指が選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮに順番に接近したことを検
出した場合には、選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮの表示を別の文字画像に切り換えるように
制御する。すなわち、表示制御部１２は、検出した接近範囲Ａｆの先端点Ｐ０の座標が、
選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮの中心座標Ｐ１～Ｐ４に、所定時間内にこの順で接近したこ
とを検出した場合に、テンプレートキーＧｐ及び選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮの表示を、
カタカナ表示とひらがな表示との間で相互に切り換える。
【００２６】
　図１に戻って、入力受付部１４は、表示制御部１２を経由して検出回路１５から指の接
触位置の座標を示す信号を受け取り、この信号の示す座標からテンプレートキーＧｐ及び
選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮに対する指の接触を検出し、テンプレートキーＧｐ及び選択
候補キーＧＳ１～ＧＳＮに対応する文字情報の入力を受け付ける。そして、入力受付部１
４は、受け付けた文字情報をＣＰＵ上のアプリケーションプログラム（図示せず）等の後
続の処理部に引き渡す。
【００２７】
　次に、図３を参照して、携帯電話機１の動作について説明するとともに、併せて携帯電
話機１を用いた情報入力方法について詳述する。図３は、携帯電話機１における情報入力
処理を示すフローチャートである。
【００２８】
　まず、ユーザからの所定の指示入力が受け付けられたことを契機に、表示制御部１２に
よって、タッチパネル装置１１の表示画面上に複数のテンプレートキーＧｐが表示される
（ステップＳ１０１）。その後、表示制御部１２によって、タッチパネル装置１１の検出
回路１５において指の接近が検出されたか否かが判定される（ステップＳ１０２）。判定
の結果、指の接近が検出されていない場合には（ステップＳ１０２；ＮＯ）、この判定処
理が所定周期で繰り返される。
【００２９】
　一方、指の接近が検出された場合には（ステップＳ１０２；ＹＥＳ）、表示制御部１２
によって、検出回路１５の出力信号を基に表示画面上の指の接近範囲Ａｆの座標が読み取
られ、接近範囲Ａｆが特定される（ステップＳ１０３）。次に、表示制御部１２によって
、接近範囲Ａｆの先端点Ｐ０の座標と、接近範囲Ａｆの中心線Ｌ０の傾き方向θ０とが算
出される（ステップＳ１０４）。さらに、表示制御部によって、中心線Ｌ０の傾き方向θ
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０に応じて、先端点Ｐ０の座標から±Ｘ軸方向に半径Ｒだけ離れた座標が、選択候補キー
ＧＳ１～ＧＳＮの起点座標Ｐ１として求められる（ステップＳ１０６）。そして、表示制
御部１２によって、表示画面上の起点座標Ｐ１の位置を中心として第１の選択候補キーＧ

Ｓ１が表示される（ステップＳ１０６）。
【００３０】
　それと同時に、表示制御部１２によって、中心線Ｌ０の傾き方向θ０が先端点Ｐ０から
右下方向であるか否かが判定される（ステップＳ１０７）。その結果、傾き方向θ０が右
下方向であると判定された場合には（ステップＳ１０７；ＹＥＳ）、第２～第Ｎの選択候
補キーＧＳ２～ＧＳＮの中心座標Ｐ２～ＰＮが、先端点Ｐ０を中心とした半径Ｒの円弧上
に時計回りに並ぶように算出される（ステップＳ１０８）。一方、傾き方向θ０が左下方
向であると判定された場合には（ステップＳ１０７；ＮＯ）、中心座標Ｐ２～ＰＮが、先
端点Ｐ０を中心とした半径Ｒの円弧上に反時計回りに並ぶように算出される（ステップＳ
１０９）。そして、表示制御部１２によって、算出した中心座標Ｐ２～ＰＮに対応する表
示画面Ｄ上の位置に、第２～第Ｎの選択候補キーＧＳ２～ＧＳＮが配列して表示される（
ステップＳ１１０）。その後、入力受付部１４によって、選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮへ
の指の接触が検出されて、その選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮに対応する文字情報の入力が
受け付けられる（ステップＳ１１１）。
【００３１】
　図４は、携帯電話機１における情報入力時の画面遷移の一例を示す図である。同図に示
す画像ＧＴ０には、情報入力の開始時に表示画面Ｄ上に表示される複数のテンプレートキ
ーＧｐが含まれている。この画像ＧＴ０が表示された表示画面Ｄ上で右利きのユーザがテ
ンプレートキーＧｐに右下から指をかざすと、画像ＧＴ１を表示する画面に遷移する。こ
の画像ＧＴ１では、１つのテンプレートキーＧｐの周りに時計回りに配置された選択候補
キーＧＳ１～ＧＳ４が重畳表示されている。また、画像ＧＴ２は、ユーザが指を選択候補
キーＧＳ２にかざしたときに表示される画像、画像ＧＴ３は、ユーザが指を選択候補キー
ＧＳ２にタッチして入力を確定したときに表示される画像を示している。
【００３２】
　さらに、画像ＧＴ４～ＧＴ６は、左利きのユーザが、画像ＧＴ０が表示された表示画面
Ｄ上で、テンプレートキーＧｐ及び選択候補キーＧＳ３に順に指をかざした後に、選択候
補キーＧＳ３にタッチして入力を確定したときに表示される画像を示している。
【００３３】
　また、画像ＧＴ７，ＧＴ８は、ユーザによって画像ＧＴ１が表示された表示画面Ｄ上で
４つの選択候補キーＧＳ１～ＧＳ４に順に指がかざされたときに、テンプレートキーＧｐ
及び選択候補キーＧＳ１～ＧＳ４の表示が切り換えられる状態を示している。
【００３４】
　以上説明した携帯電話機１によれば、表示画面Ｄ上に複数のテンプレートキーＧｐが表
示され、指のテンプレートキーＧｐへの接近が検出されると、そのテンプレートキーＧｐ
に対応するＮ個の選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮが表示される。そして、選択候補キーＧＳ

１～ＧＳＮへの指の接触が検出されると、その選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮに対応する情
報の入力が受け付けられる。このとき、検出された指の接近範囲Ａｆ及び指の傾き方向θ

０に応じて、Ｎ個の選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮが接近範囲Ａｆに重ならないように配列
されるので、複数の入力候補が表示画面Ｄ上の指の範囲を基準に配列される場合に、それ
らが指に重なることを回避することができる。その結果、入力候補の視認性を高めること
により、円滑な情報入力を実現することができる。
【００３５】
　また、Ｎ個の選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮが接近範囲Ａｆに重ならない角度間隔で円弧
上に配列されるので、面積の限られた表示画面Ｄ上で、複数の入力候補が指に重なること
を回避しながら候補を容易に選択することが可能になる。これにより、タッチパネルを利
用した情報入力をより一層円滑化することができる。
【００３６】
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　また、本実施形態においては、指の傾き方向θ０に応じてＮ個の選択候補キーＧＳ１～
ＧＳＮの配列方向を時計回りと反時計回りで切り換えている。これにより、ユーザの利き
手に対応して入力候補の配列順序を変えることができるので、選択文字をなぞるときの操
作感をユーザの感覚にマッチさせることができる。
【００３７】
　さらに、本実施形態では、指でＮ個の選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮが順番になぞられた
場合に選択候補キーＧＳ１～ＧＳＮの表示を切り換えるので、ひらがなやカタカナ等の入
力候補の種類を切り換える際にそれ専用のキーを操作しなくても済む。従って、ユーザに
とって円滑な入力候補の種類の切り換えが可能になる。
【符号の説明】
【００３８】
　ＧＳ１～ＧＳＮ…選択候補キー、Ｇｐ…テンプレートキー、１…携帯電話機、１１…タ
ッチパネル装置、１２…表示制御部（表示制御手段）、１４…入力受付部（入力受付手段
）、１５…検出回路（検出手段）。

【図１】 【図２】
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